
【日 時】毎月第４金曜日  

19:00～20:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込み】申込書は市ホームページからダウンロードできます 
     ５月 31日（火）まで、男女平等推進センターへ提出してください 

 

相談室（配偶者暴力相談支援センター） 
専任相談員が、DVや生き方、夫婦の問題等色々な相談を受けています。 

※面接相談は要予約 

相談時間   月・火・水・金  ９：３０ ～ １６：３０ 

  木 １４：００ ～ ２０：００ 

休 業 日  土曜・日曜・祝日・毎月第 4月曜・年末年始 

相談室専用電話 （0766）20-1811 

５月    

10日(火) Ｅネット定例会 

27日（金）  話スペース「ぽこ あ ぽこ」 

予定    情報誌「ありーて」22号  第 2回編集会議 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

令和４年度 市民企画講座・学習支援事業を募集します 

４月   

12日（火） Ｅネット定例会 

21日（木） 情報誌「ありーて」22号 第 1回編集会議 

22日（金） 話スペース「ぽこ あ ぽこ」 

予定     センター活動登録団体・グループ懇談会          

 

      

 

集 募 

内 案 令和４年度 を開催します

催します  
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内 案 

誰かに聞いてほしい事や、 

悩んでいる事はありませんか？ 

自分の思いをだれかに話すことで、 

心や気持ちを整理してみませんか。 

女性ならどなたでも参加できます。 

女性どうし、ゆったりと安心して 

話ができる場所です。 

富山県男女共同参画推進員高岡連絡会 広報紙 

「ともだち・共立」第 28号を発行 
ともだち 

≪学習支援事業≫  
●内   容 

・市民団体やグループが行う男女平等・共同参画への理解を深めるための 

講義や研修などを支援します（支援内容は講師に係る経費の一部、講師依頼など） 

・テーマは女性活躍推進に関するものなど 

・一団体・グループにつき、年度中１回とする 

●対  象：市内で活動する団体、グループ 

男性介護者の会「みやび」 
 

 団塊ジュニア世代が 65 歳に到達する 2040 年

代を念頭に、家族の立場、市民の立場から家族介

護者支援の取り組みを行っています。性別や年齢

が家族介護者にとって人生のブレーキ装置とならな

いよう、ジェンダーレス、エイジレスの活動を推進して

います。 

 

地域女性ネット高岡 
 

 地域社会の中で、女性たちがいきいきと輝き、

様々な学習活動を通して、視野を広め、教養を高

めることを目指し、豊かな心あふれる人間関係を構

築します。少子高齢化への対応、男女共同参画、

環境保全、防災など地域に根差した活動を通し

て、安心・安全な社会づくりに取り組みます。 

 

高岡民主商工会婦人部 
 

 女性の社会的、経済的地位向上を目指していま

す。自営業者と共に働く家族従業員は「所得税法

第 56 条」によって、その働き分を報酬（給与）と

して認められていません。憲法や男女共同参画社

会基本法に基づき、正当な働き分と人権が認めら

れるよう学習、署名活動でうったえています。 

高岡市男女平等推進センター 

休館日  毎月第４月曜日、１２月２９日～翌年１月３日 

所在地  〒933-0023 富山県高岡市末広町 1 - 7（ウイング・ウイング高岡 6 階）    

問合先  TEL：（0766）20-1810  FAX：（0766）20-1815 

E-mail：gec@city.takaoka.lg.jp 

HP：http://www.city.takaoka.toyama.jp/gec/kurashi/kyodosankaku/center/index.html 

 

高岡市男女平等推進センターだより 

多職種ネットワーク高岡 
 

 地域の様々な課題の根底には、男女格差、男

女差別の問題が根強くあります。課題解決のため

には従来の枠を超えて、多職種の連携が重要にな

ります。住みよい地域づくりのために多職種の連携

を強めていきます。 

（9 月は第５、12 月は第 3金曜日） 

市ＨＰ 

【開催予定日】 

【参加費】無料  【申込】不要 

推進員高岡連絡会では、広報紙「ともだち・共立」第 28号を発行されました。

令和３年度の活動報告などが掲載されています。市ホームページや自治会の 

班回覧でもご覧いただけますので、ぜひご一読ください。 

【場 所】男女平等推進センター 会議室 

≪市民企画講座≫ 広く市民から講座の企画を募集し、センターと一緒に実施します 

●内  容  

・市民を対象に男女平等・共同参画の意識の啓発・普及を行うもの 

・テーマは女性活躍推進に関するものなど 

・1講座 2時間以内で、1～3回まで 

・１人（1グループ）につき 1企画とする 

●対  象：市内在住か通勤、通学する人、また市内で活動する団体、グループ 
 

※実施期限は、市民企画講座・学習支援事業ともに令和５年２月 28日（火）まで 


